
令和８年３月 

 

お客さま各位 

高松信用金庫 

 

当座勘定規定（一般用）の改定について 
 

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当金庫では、令和７年５月１６日付ニュースリリース「手形・小切手の全面的な電

子化に向けた対応について」によりお知らせいたしましたとおり、令和８年３月３１日（火）

受付分をもって、手形・小切手帳の発行サービス及び同署名判印刷サービスを終了させてい

ただきます。 

これに伴い、当座勘定規定（一般用）を下記のとおり改定いたしますのでお知らせいたし

ます。 

記 

１．改定日 

  令和８年４月１日（水） 

 

２．改定内容 

当座勘定規定（一般用）改定新旧対照表 

新 旧 

当座勘定規定（一般用） 

第９条（手形、小切手用紙） 

①～④ （略） 

⑤当金庫は、手形用紙、小切手用紙を交付しませ

ん。 

 

⑥～⑦ （略） 

 

約束手形用法 

 １～７ （略） 

 ８．当金庫は、手形用紙を交付しません。 

 

 

為替手形用法 

 １～７ （略） 

１０．当金庫は、手形用紙を交付しません。 

 

 

小切手用法 

 １～７ （略） 

 ８．当金庫は、小切手用紙を交付しません。 

当座勘定規定（一般用） 

第９条（手形、小切手用紙） 

①～④ （略） 

⑤手形用紙、小切手用紙の請求があった場合に

は、必要と認められる枚数を実費で交付しま

す。 

⑥～⑦ （略） 

 

約束手形用法 

 １～７ （略） 

 ８．手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名なつ

印（お届け印）のうえ請求してください。 

 

為替手形用法 

 １～７ （略） 

１０．手形用紙は、当金庫所定の受取書に記名なつ

印（お届け印）のうえ請求してください。 

 

小切手用法 

 １～７ （略） 

 ８．小切手用紙は、当金庫所定の受取書に記名な

つ印（お届け印）のうえ請求してください。 

 

以 上 


